
【対象経費について】
以下の費用は、本事業の経費として 対象 となります。
① 報償費：外部講師への謝金
② 旅費：外部講師・団体職員等が活動のために移動するための交通費
※算出は団体の旅費規程に準拠してください。
※内訳には「交通手段・単価・利用区間（距離や駅名）」を記載してください。
※バス借上げは「施設・活動場所への移動」に限り対象とします。
③ 需用費：プログラム実施に必要な材料費、消耗品費、印刷費、熱中症対策の経口補水液など、活動に
必要な衛生品
※内訳には「品名・単価・数量」を記載してください。
※品目が多い場合は主要なもののみ記載してください。
※野外炊事等の“学習活動に必要な材料費”は対象とします。
④ 役務費：保険料（傷害保険・賠償責任保険 等）、郵送費、電話代　等
⑤ 使用料・賃借料：県立青少年教育施設以外の利用料、機材・機器のリース料、バス借上げ代（活動に
必要な移動に限る）
※借用物品の名称を明記してください。
※県の青少年教育施設の使用料は免除となるため、計上不要です。




